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生活安全局所管手続における旧姓記載等の運用について（通達） 

「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2025」（令和７年６月 10日すべての女性が輝く

社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定）において、婚姻により改姓した人が不便

さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大やその周知に取り組むこと

とされているところ、生活安全局所管手続について、旧姓（住民基本台帳法施行令（昭

和 42年政令第 292号）第 30条の 13にいう「旧氏」を指す。以下同じ）の併記の希望が

あった場合の、国民等からの申出及びこれに対する対応に係る運用については、下記の

とおりとするので、遺漏のないようにされたい。 

なお、「古物営業、質屋営業、警備業及び探偵業に係る旧姓記載等の運用について」（令

和３年 10 月８日付け警察庁丁生企発第 649 号）、「風俗営業に係る許可証等への旧姓記

載等の運用について」（令和３年 12月 22日付け警察庁丁保発第 123号）及び「銃砲又は

クロスボウに係る許可証等への旧姓記載等の運用について」（令和７年１月 24 日付け警

察庁丁保発第 14号）は廃止する。 

記 

１ 対象手続 

生活安全局が所管する法令等に基づく事務及び手続のうち、氏名等の記載を求めて

いるものであって、次の①～④のいずれかに該当するもの。ただし、別添で掲げる手

続を除く。 

(1) 国民等が申請等の際に、行政機関等に対して提示するもの。 

① 申請等：国民等から行政機関等に対し、何らかの申請や届出、報告等するもの。 

② 署名等：国民等から行政機関等に対して書類を提出するに当たり、一定の数の

者の連署を求めるもの。  

(2) 行政機関等が広く公証する目的で、国民等に対して提示するもの。 

③ 通知・公示等：行政機関等から国民等に対して行政庁の決定等を、名宛人や公

に対して知らせるもの。 

④ 許可証・証明書等：行政機関等から国民等に対して、行政庁の決定やその結果

による地位・事実関係等を証明する書類を交付するもの。 

２ 旧姓記載等の申出方法 

旧姓の記載又は既に記載された旧姓の変更若しくは削除（以下「旧姓記載等」とい

殿 



う。）の申出については、当該事務及び手続に係る申請書等の様式を適宜活用すること

とされたい。その際、当該様式の氏名欄に「氏名［旧姓を使用した氏名］」を、申請書

等の余白部分又は備考欄に「旧姓の記載を希望する」等を記載するよう求めることと

する。 

３ 旧姓記載等の方法 

(1) 旧姓の記載 

ア 許可証等の交付等を伴う場合 

法令の規定に基づき許可証等の交付、書換え又は再交付（以下「交付、書換え

等」という。）を受けようとする者が、その機に併せて許可証等への旧姓の記載を

希望する場合には、その申出を受け、許可証等の氏名欄に、「氏名［旧姓を使用し

た氏名］」と記載することとする。 

なお、許可証等への旧姓の記載を希望している者に係る通知・公示等を行う場

合、氏名欄に同様の記載をすることとする。 

イ 許可証等の交付を伴わない場合 

現に許可証等の交付等を受けている者が、法令の規定に基づく許可証等の交付、

書換え等を伴うことなく、許可証等に記載された氏名について、旧姓の記載を希

望する場合には、その申出を受け、前記アと同様の方法により、旧姓を使用した

氏名を追記することとする。 

(2) 旧姓の変更 

ア 許可証等の書換え又は再交付を伴う場合 

法令の規定に基づき許可証等の書換え又は再交付を受けようとする者が、そ

の機に併せて許可証等に記載された旧姓の変更を希望する場合には、その申出

を受け、既に交付済みの許可証等の氏名欄に記載された旧姓を傍線で取り消し

た上で変更後の旧姓を記載する又は新たに交付する許可証等の氏名欄に、「氏名

［変更後の旧姓を使用した氏名］」と記載することとする。 

イ 許可証等の書換え又は再交付を伴わない場合 

現に許可証等の交付を受けている者が、法令の規定に基づく許可証等の書換

え又は再交付を伴うことなく、当該許可証等に記載された旧姓の変更を希望す

る場合については、その申出を受け、既に交付済みの許可証等の氏名欄に記載さ

れた旧姓を傍線により取り消した上で、変更後の旧姓を記載することとする。 

なお、この場合において、現に許可証等の交付を受けている者が、変更前の旧

姓等が記載されていない新たな許可証等の交付を希望する場合は、その申出に

応じ、当該許可証等を交付できることとする。 

(3) 旧姓の削除 

現に許可証等の交付を受けている者が、当該許可証に記載された旧姓の削除を希

望する場合には、その申出を受け、上記３(2)の手続に準じて対応することとする。 

４ 旧姓確認のための提示書類 

旧姓記載等を希望する者による申出があった場合、申請書等の提出時に、住民票の

写し、個人番号カード等の戸籍上の氏及び旧姓が併記された公的書類を提示させるな

ど、申請書等に記載された旧姓が真正なものであることを確認することとする。 

なお、旧姓の削除に当たっては、旧姓が記載された住民票の写し又は旧姓が記載さ

れた個人番号カードの提示等を要しない。 

５ 手数料 



旧姓記載等の申出に係る対応については、手数料の徴収を要しない。 

なお、手数料の徴収を要しないのは、旧姓記載等の申出に係る部分のみの取り扱い

であり、同時に行われる各種手続が手数料の徴収を要する場合には、従来通り手数料

を徴収する必要がある。 

６ 外国人の通称記載について 

外国籍の者が通称記載を求める場合であっても、上記の対応に準じた手続を行うこ

ととする。 

 

  



別添 

※ 相手方から旧姓記載の申出があった場合、本通達の要領で旧姓を併記することは

差し支えない。 

 

手続名 根拠条文 

請求先・通知先である裁判所と調整が必要なもの 

保護の期間延長に係る許可状の請求 警察官職務執行法第３条第４項 

被保護者氏名等の通知 警察官職務執行法第３条第５項 

被保護者氏名等の通知 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防

止等に関する法律第３条第４項 

相手方の旧姓記載の希望の有無を確認することが困難であるもの（※） 

警告書の送付 ストーカー行為等の規制等に関する法律

第４条第１項 

禁止等命令書／禁止命令等有効期間延長

処分書の送達 

ストーカー行為等の規制等に関する法律

第５条第 11項 

特定相手方情報の提供の禁止等に係る通

知・要請書の交付 

ストーカー行為等の規制等に関する法律

第６条第２項 


